
１．役員の選出について（案） 

 協議会副会長について、岡谷市地域公共交通活性化協議会規約第６条により新たに以下

のとおり選出してまいりたい。 

 

（敬称略） 

 

 

選 任 解 任 

竹澤 幸男 

（岡谷市区長会 会長） 

矢萩 哲也 

（岡谷市区長会 前副会長） 
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